
 

 

 

東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定（素案） 

都市計画池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。                       ※幅員の（ ）は全幅員を示す 

名  称 池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積 約４．５ｈａ 

公共施設の 

配置及び規模 

道  路 

種  別 名  称 規  模 備  考 

幹線道路 

幹線街路補助線街路第７３号線 別に都市計画において定めるとおり 既設 

幹線街路補助線街路第７８号線 別に都市計画において定めるとおり 既設（再整備） 

幹線街路補助線街路第１７３号線 別に都市計画において定めるとおり 既設（再整備） 

区画道路 

特別区道 １２－５５０ 

幅員約１６ｍ～３３ｍ 

（約１６ｍ～３３ｍ）、 

延長約８０ｍ 

既設（一部付け替え、 

  拡幅整備） 

特別区道 １２－６２０ 
幅員約３ｍ（約６ｍ）、 

延長約６０ｍ 
既設 

その他の施設に

関する 

都市計画 

都市高速鉄道 

都市高速鉄道第４号線本線 別に都市計画において定めるとおり 
建築敷地と重複する 

区域において立体的な

範囲を設定 

都市高速鉄道第８号線本線 別に都市計画において定めるとおり 

都市高速鉄道第１３号線 別に都市計画において定めるとおり 

公園 特殊公園 第８・２・１８号池袋西口公園 別に都市計画において定めるとおり 既設（一部付け替え） 

その他の 

公共施設 
駐車場 第２９号池袋西口駐車場 別に都市計画において定めるとおり 既設（付け替え） 

建
築
物
の
整
備 

街区 建築面積 
延べ面積 

［容積対象面積］ 
主要用途 高さの限度 備  考 

Ａ 約５，１００㎡ 
約１３９，９００㎡ 

［約１２２，６００㎡］ 
事務所、商業施設、駐車場等 

ＧＬ＋２２０ⅿ 

（ＧＬ＝Ｔ.Ｐ.＋３３．０ｍ） 

 

Ｂ 約６，９００㎡ 
約２１３，４００㎡ 

［約１７７，９００㎡］ 

事務所、商業施設、 

宿泊施設、駐車場等 

ＧＬ＋２７０ⅿ 

（ＧＬ＝Ｔ.Ｐ.＋３３．０ｍ） 

Ｃ 約５，５００㎡ 
約１４１，６００㎡ 

［約１０９，５００㎡］ 

事務所、商業施設、宿泊施設、 

共同住宅、駐車場等 

ＧＬ＋１８５ⅿ 

（ＧＬ＝Ｔ.Ｐ.＋３３．０ｍ） 



 

 

 

建
築
敷
地
の
整
備 

街区 建築敷地面積 整備計画 

Ａ 約６，０１０㎡ 

・デッキ・地上・地下をつなぐ立体広場空間や歩行者専用通路を整備し、駅からまちへの歩行者ネットワークを形成する。 

・広場の整備により、歩行者の滞留・回遊性の向上を図る。 

・道路境界から壁面を後退させ、快適な歩行者空間を確保する。 

・建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する建築物は、この限りではない。 

１）歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター及びエレベーター並びにこれらに

設置される屋根、柱、壁、落下防止柵その他これらに類するもの 

２）歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、上屋、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの 

３）建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

Ｂ 約７，８９０㎡ 

Ｃ 約６，８５０㎡ 

参      考 地区計画区域内及び都市再生特別地区内にあり。 

「施行区域、公共施設の配置、街区の配置、建築物の高さの限度及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理 由： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、「国際アート・カルチャー都市」の玄関口として魅力ある複合市街地の形成、ウォー

カブルかつ良好な街並みの形成を図るため、第一種市街地再開発事業を決定する。 
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この地図は、国土地理院長の承認（平２９国関公第４４４号）を得て作成した東京都地形図（１：２，５００）を使用（４都市基交第１５２７号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）４都市基街都第２８８号、令和５年３月２２日
（承認番号）４都市基交都第　７４号、令和５年３月２９日
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東京都市計画第一種市街地再開発事業

池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業　計画図２-１　（公共施設の配置図その１ 地下2階レベル）
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この地図は、国土地理院長の承認（平２９国関公第４４４号）を得て作成した東京都地形図（１：２，５００）を使用（４都市基交第１５２７号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）４都市基街都第２８８号、令和５年３月２２日
（承認番号）４都市基交都第　７４号、令和５年３月２９日
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この地図は、国土地理院長の承認（平２９国関公第４４４号）を得て作成した東京都地形図（１：２，５００）を使用（４都市基交第１５２７号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）４都市基街都第２８８号、令和５年３月２２日
（承認番号）４都市基交都第　７４号、令和５年３月２９日
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この地図は、国土地理院長の承認（平２９国関公第４４４号）を得て作成した東京都地形図（１：２，５００）を使用（４都市基交第１５２７号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）４都市基街都第２８８号、令和５年３月２２日
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東京都市計画第一種市街地再開発事業

池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業　計画図３　（建築物の高さの限度・壁面の位置の制限）
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この地図は、国土地理院長の承認（平２９国関公第４４４号）を得て作成した東京都地形図（１：２，５００）を使用（４都市基交第１５２７号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）４都市基街都第２８８号、令和５年３月２２日
（承認番号）４都市基交都第　７４号、令和５年３月２９日



国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書 
 

１  種 類 ・ 名 称  

東 京 都 市 計 画 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

池 袋 駅 西 口 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

 

２  理  由  

国 家 戦 略 特 別 区 域 に 関 す る 区 域 方 針 で は 、 東 京 圏 の 目 標 と し

て 、 世 界 で 一 番 ビ ジ ネ ス の し や す い 環 境 を 整 備 す る こ と に よ り 、

世 界 か ら 資 金 ・ 人 材 ・ 企 業 等 を 集 め る 国 際 的 ビ ジ ネ ス 拠 点 を 形

成 し 、 国 際 競 争 力 の あ る 新 事 業 を 創 出 す る こ と と し て い る 。  

本 地 区 は 、 特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 の 「 池 袋 駅 周 辺 地 域 」

に 位 置 し 、 地 域 整 備 方 針 で は 、 駅 施 設 及 び 周 辺 市 街 地 の 再 編 に

併 せ て 、 地 域 の 回 遊 性 、 乗 換 利 便 性 、 防 災 性 の 向 上 を 図 る 歩 行

者 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 を 促 進 す る こ と に 加 え 、 文 化 ・ 芸 術 等 の

育 成 ・ 創 造 ・ 発 信 ・ 交 流 等 の 機 能 の 充 実 ・ 強 化 を 図 る と と も に 、

魅 力 あ る 商 業 、 業 務 機 能 等 を 集 積 し 、 国 際 ア ー ト ・ カ ル チ ャ ー

都 市 を 形 成 す る こ と と し て い る 。  

さ ら に 、 「 東 京 都 市 計 画  都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保

全 の 方 針 」 に お い て は 、 池 袋 駅 周 辺 で は 、 都 市 再 生 特 別 地 区 な

ど を 活 用 し 、 交 通 結 節 機 能 の 強 化 と 合 わ せ 、 多 様 な 商 業 ・ 業 務

機 能 や 国 際 的 な 芸 術 ・ 文 化 （ 国 際 ア ー ト ・ カ ル チ ャ ー ） 機 能 な

ど 、 個 性 あ る 機 能 が 集 積 し た 集 客 力 の 高 い 中 核 的 な 拠 点 を 形 成

す る こ と が 掲 げ ら れ て い る 。  

加 え て 、 「 池 袋 駅 コ ア 整 備 方 針 2024」 で は 、 ア ー ト ・ カ ル

チ ャ ー の 魅 力 や 都 市 機 能 の 集 積 、 情 報 発 信 に よ り 国 内 外 か ら 人

を 集 め 、 駅 東 西 の 往 来 の 促 進 や ま ち に 人 を 送 り 出 す た め の 基 盤

整 備 と 居 心 地 の 良 い 空 間 づ く り 、 安 心 し て 暮 ら せ る 環 境 整 備 を

同 時 に 行 う こ と で 、 ウ ォ ー カ ブ ル な ま ち へ と 生 ま れ 変 わ る こ と

を 目 指 し て い る 。  

そ の 一 方 で 、 本 地 区 は 、 分 散 し て い る 駅 前 交 通 施 設 に よ り 駅

前 の 歩 行 者 空 間 が 分 断 さ れ た 不 健 全 な 土 地 利 用 状 況 で あ る と と



も に 、 小 規 模 宅 地 の 存 在 や 建 物 の 老 朽 化 等 の 課 題 を 有 し て お り 、

上 位 計 画 に 掲 げ る 国 際 ア ー ト ・ カ ル チ ャ ー 都 市 の 形 成 や 回 遊 性

の 向 上 を 図 る 歩 行 者 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 が 困 難 な 状 況 に あ る 。  

こ う し た こ と か ら 、 本 地 区 に お い て は 土 地 の 合 理 的 か つ 健 全

な 高 度 利 用 と 都 市 機 能 の 更 新 と を 図 る と 共 に 、 駅 前 広 場 や 駅 と

周 辺 の ま ち を つ な げ る 安 全 で 快 適 な 歩 行 者 空 間 の 整 備 等 に よ っ

て 、 回 遊 性 、 利 便 性 、 防 災 性 の 高 い 歩 行 者 中 心 の ま ち に 都 市 構

造 を 転 換 す る こ と と 併 せ て 、 文 化 ・ 芸 術 等 の 育 成 ・ 創 造 ・ 発

信 ・ 交 流 等 の 機 能 の 充 実 ・ 強 化 を 図 る と と も に 、 魅 力 あ る 商 業 、

業 務 機 能 等 を 集 積 し 、 世 界 中 か ら 人 を 惹 き つ け る 国 際 ア ー ト ・

カ ル チ ャ ー 都 市 の 形 成 を 目 指 す た め 、 区 域 面 積 約 4.5 ha に つ い

て 、 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 決 定 に 関 し 、 国 家 戦 略 都 市 計 画

建 築 物 等 整 備 事 業 を 定 め る も の で あ る 。  

 

 

 




